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製造業、鉱業、卸⼩売業の⽣産物分類への対応について

〔基本的考え⽅〕※第１回研究会より（2023/8/４）
○令和８年調査では、⽣産物分類の導⼊の⽬的を踏まえ、国⺠経済計算、SUT推計等の利活⽤を詳細に把握した上で、必要
な粒度の品⽬を検討。その際、地⽅公共団体等の意⾒を踏まえ、調査の持続可能性の観点から、可能な限り簡素化を検討

○また、製造業品⽬の変更に伴う機械格付が困難になる状況を踏まえ、統計表における産業分類は、サービス分野と同様に、
産業⼩分類を基本とし、産業細分類表章の必要性が認められる産業のみ個別に措置

Ⅰ、具体的な考え⽅
第１回でお⽰しした「基本的考え⽅」（以下、参照）を踏まえつつ、令和８年セ

ンサスの調査品⽬分類（以下「品⽬」）と統計表の表章上の産業分類の具体的な変
更（選定）にあたっては、以下（１）〜（６）の考え⽅をベースに、利活⽤の実態及
び報告者負担に配慮し実施。
（１）⽣産物分類（統合⼜は詳細）への整合
（２）引き続き、我が国製造業、鉱業、卸⼩売業の実態を把握し、可能な限り統計データの継続性

を確保
（３）製造業及び鉱業の品⽬は、直近センサスの結果データから、実績なし及び秘匿の恐れ※が

あるもの、市場規模が当該地域・当該中分類に対し⼩さなものは、原則、他の品⽬と統合。
（※「秘匿の恐れ」︓全国値・４７都道府県値において、現に秘匿となっているものや、今後、秘匿となりそうなもの）
（４）第１回研究会（本年８⽉）の委員の皆さまや省内外の関係者からのご意⾒（利活⽤の実態）

に配慮し変更（選定）
（５）製造業の品⽬は、⻑年、変更していなかったことから⼀部品⽬の「その他の〜」「他に分類

されない〜」などの製造品出荷額が、⼤きくなっている。この中には、⼀定規模の市場が形
成されているモノもあることから可能な限り取り出し、新規品⽬として設定。

（６）次回、⽇本標準産業分類改定にも整合
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製造業、鉱業、卸⼩売業の⽣産物分類への対応について

Ⅱ、具体的な選定について ※品目に係る数値は一部調整中

１．製造業の品⽬⇒⽣産物分類（詳細⼜は統合）への整合︓９７.7%

（１）詳細分類と１対１で対応しているため、詳細分類を選定 ︓72.4％

（２）需要先は同⼀であるが、製造業の実態を的確に把握するため、詳細分類を選定︓2.9%

生産物分類
（統合分類）

生産物分類（詳細分類）

茶

荒茶

緑茶（仕上茶）

紅茶（仕上茶）

R8センサス品目（仮称）

荒茶

緑茶（仕上茶）

紅茶（仕上茶）

品⽬数は、現⾏、1,8０9個⇒変更後、1,581個

生産物分類
（統合分類）

生産物分類（詳細分類）

空調・住宅関連機器

電気温水器

自然冷媒ヒートポンプ式給湯
器

その他の空調・住宅関連機器

R8センサス品目（仮称）

電気温水器

自然冷媒ヒートポンプ式給湯器

その他の空調・住宅関連機器

生産物分類
（統合分類）

生産物分類（詳細分類）

農業用機械（農業用
器具を除く）

農業用機械の部分品，取付具，
附属品

R8センサス品目（仮称）

農業用機械の部分品・取付具・
附属品

R3センサス品目

荒茶

緑茶（仕上茶）

紅茶（仕上茶）

R3センサス品目

農業用機械の部分品・取付
具・附属品

R3センサス品目

その他の空調・住宅関連機器

⇒製造業の品⽬は、旧⼯業統計調査の時代からの⻑い間、品⽬を変えずに実施。特に「その他の〜」と名がつく品⽬には、市場規模が
⼤きくなっているものもあることから、現在の製造業の実態を的確に把握する観点から分割。
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製造業、鉱業、卸⼩売業の⽣産物分類への対応について
（３）需要先が異なるため、詳細分類を選定︓1.6％

（４）需要先は同⼀であるが、産業中分類を跨いでいることから細かく分割し、詳細分類を選定︓0.9%
生産物分類
（統合分類）

生産物分類（詳細分類）

たんす，棚，戸棚，
キャビネット

棚，戸棚

R8センサス品目（仮称）

木製棚・戸棚

金属製棚・戸棚

棚，戸棚（木製、金属製以外）

漆器製家具（棚，戸棚）

生産物分類
（統合分類）

生産物分類（詳細分類）

一般用医薬品 一般用医薬品

医薬品（一般用，動
物用を除く）

医療用医薬品

体外診断薬

R8センサス品目（仮称）

一般用医薬品

医療用医薬品

体外診断薬

生産物分類
（統合分類）

生産物分類（詳細分類）

電気照明器具

自動車・二輪自動車用電気
照明器具（LED器具を除
く）

自動車・二輪自動車用LED
器具

高圧放電灯器具（水銀灯器
具を除く）

その他の電気照明器具

R8センサス品目（仮称）

自動車・二輪自動車用電気照明器
具（LED器具を除く）

自動車・二輪自動車用LED器具

高圧放電灯器具（水銀灯器具を除
く）

その他の電気照明器具

R3センサス品目

医薬品製剤（医薬部外品製剤
を含む）

R3センサス品目

その他の電気照明器具

R3センサス品目

木製棚・戸棚

金属製棚・戸棚

他に分類されない家具・装備品

漆器製家具

⇒詳細分類に対応させるように分割しても秘匿になる恐れがなく、「その他の〜」と名がつくものの中には、市場規模が⼤きくなって
いるものもあることから、現在の製造業の実態を的確に把握する観点から分割。

⇒「漆器製家具」は、産業中分類「32その他」で、これ以外は産業中分類の「13家具」。詳細分類をさらに分割することで産業中分
類の跨ぎにも対応。
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製造業、鉱業、卸⼩売業の⽣産物分類への対応について
（５）需要先が同⼀であるため、統合分類を選定︓18.6%

（６）需要先が同⼀であるため、統合分類を選定。事業所数が少ないため、産業細分類を統合︓0.5%

生産物分類
（統合分類）

生産物分類（詳細分類）

染色整理

ニット・レース染色，整
理

繊維雑品染色，整理（起
毛を含む）

R8センサス品目（仮称）

染色整理

生産物分類
（統合分類）

生産物分類（詳細分類）

電線，ケーブル（光
ファイバケーブルを
除く）

銅裸線（電線メーカー向け
心線）

銅線（ユーザー向け裸線）

銅被覆線

絶縁電線（機器用電線）

絶縁電線（輸送機器用電線）

その他の絶縁電線

絶縁電線（巻線）

R8センサス品目（仮称）

電線，ケーブル（光ファイバケーブ
ルを除く）（銅裸線）

電線，ケーブル（光ファイバケーブ
ルを除く）（銅被覆線）

電線，ケーブル（光ファイバケーブ
ルを除く）（巻線）

生産物分類
（統合分類）

生産物分類（詳細分類）

万年筆，ペン類，
鉛筆

万年筆

シャープペンシル

R8センサス品目（仮称）

万年筆，ペン類，鉛筆

R3センサス品目

銅裸線

銅被覆線

巻線

R3センサス品目

万年筆

シャープペンシル

R3センサス品目

ニット・レース染色・整理

繊維雑品染色・整理（起毛を含
む）

⇒品⽬統合することで産業細分類も統合となるケース。産業細分類「1147_ニット・レース染⾊整理業」と「1148_繊維雑品染⾊整理
業」は統計表上統合し表章。

⇒事業所数が少ないため詳細分類に分けることが出来ないものや他の統計調査において既に全部対象で調査を実施しているものは
統合分類を選定。
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製造業、鉱業、卸⼩売業の⽣産物分類への対応について

（７）需要先は同⼀であるが、⼀部品⽬は事業所数が少ないため、関連する⽣産物分類をまと
めて選定（統合分類には整合）︓0.8%

生産物分
類（統合
分類）

生産物分類（詳細分類）

自動車
（二輪自
動車を含
む）

軽乗用車（シャシーを含む）

小型乗用車（シャシーを含む）

普通乗用車（気筒容量２０００mlを超えるも
の）（シャシーを含む）

小型バス（シャシーを含む）

大型バス（シャシーを含む）

軽トラック（シャシーを含む）

小型トラック（ガソリン車，シャシーを含
む）

小型トラック（ディーゼル車，シャシーを含
む）

普通トラック（ガソリン車，シャシーを含
む）

普通トラック（ディーゼル車，シャシーを含
む）

トラック(けん引車，シャシーを含む）

R8センサス品目（仮称）

軽乗用車（シャシーを含む）

小型乗用車（シャシーを含む）

普通乗用車（気筒容量２０００ml
を超えるもの）（シャシーを含
む）

乗用車（HEV車、PHEV車）

乗用車（電気自動車、燃料電池車）

バス

軽トラック

小型トラック

普通トラック

トラック（けん引車）

トラック、バス（HEV車、PHEV車、
電気自動車、燃料電池車）

バス・トラックシャシー

R3センサス品目

軽・小型乗用車（気筒容量２０００
ml 以下） （シャシーを含む）

普通乗用車（気筒容量２０００ml を
超えるもの）（シャシーを含む）

バス

トラック（けん引車を含む）

バス・トラックシャシー

⇒事業所数を⾒つつ、可能な限り詳細分類に近づくよう分割を実施。なお、★印は製造業の実態を的確に把握するため
新たに取り出す品⽬。

★
★

★



６

製造業、鉱業、卸⼩売業の⽣産物分類への対応について

（８）需要先は異なるが、事業所数が少ないため、統合分類を選定︓1.3%

生産物分類
（統合分類）

生産物分類（詳細分類）

写真機，映画用機械，
同附属品

カメラ（デジタルカメラを除
く）

写真装置，同関連器具

映画用機械器具

R8センサス品目（仮称）

写真機，映画用機械，同附属品

生産物分類
（統合分類）

生産物分類（詳細分類）

その他のガラス，同
製品

魔法瓶用ガラス製中瓶

照明用・信号用ガラス製品

R8センサス品目（仮称）

その他のガラス，同製品

生産物分類
（統合分類）

生産物分類（詳細分類）

写真感光材料

写真フィルム（乾板を含む）

レンズ付写真フィルム

写真用印画紙

感光紙（青写真感光紙，複写
感光紙）

R8センサス品目（仮称）

写真感光材料

R3センサス品目

カメラ（デジタルカメラを除く）

写真装置、同関連器具

映画用機械器具

R3センサス品目

魔法瓶用ガラス製中瓶

照明用・信号用ガラス製品

R3センサス品目

写真フィルム（乾板を含む）

レンズ付写真フィルム

写真用印画紙

感光紙（青写真感光紙、複写感光紙）

⇒事業所数が少ないためやむなく統合分類を選定。
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製造業、鉱業、卸⼩売業の⽣産物分類への対応について

（９）需要先は同⼀であるが、事業所数が少ないため、関連する⽣産物分類をまとめて選定︓1.0%

（１０）「その他の〜」「他に分類されない〜」の中で⼀定規模の市場が形成されているモノは、新規品⽬
として設定。

生産物分類
（統合分類）

生産物分類（詳細分類）

靴・履物用材料，同附
属品

靴・履物用材料，同附属品

大人用運動靴 大人用運動靴

大人用サンダル 大人用サンダル

紳士用靴 紳士用靴

婦人用靴 婦人用靴

子供用靴，サンダル 子供用靴，サンダル

その他の履物

競技用靴

作業用靴

他に分類されない靴，履物

R8センサス品目（仮称）

靴・履物用材料，同附属品（革製
を除く）

履き物（革製を除く）プラスチッ
ク製

履き物（革製を除く）ゴム製

他に分類されない靴，履物（革製
を除く）

「センサーデバイス」「永久磁⽯」「ワイヤーハーネス」 「⽣理⽤品」などや経済安全保障上の特定重
要物資（半導体関連等）に指定されている品⽬など複数の新規品⽬候補がある。今後、関係者と調整の
上、回答の実現可能性が確認できたものを採⽤する予定。

R3センサス品目

組ひも

繊維製履物

靴型、靴芯（材料のいかんを問わない）（木材）

木製履物（台を含む）

ゴム底布靴

総ゴム靴

ゴム草履・スリッパ（スポンジ製のものを含む）

ゴム製履物用品

プラスチック製靴

プラスチック製サンダル

プラスチック製スリッパ

その他のプラスチック製履物、同附属品、プラス
チック製草履等
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製造業、鉱業、卸⼩売業の⽣産物分類への対応について
（１１）加⼯賃収⼊額（現⾏５５４個）
○現在は、製造⼯場の⽣産活動の実態を把握する必要から統計表の表章単位（産
業細分類）に１つ設定。従って、産業細分類の機械格付けでも重要なデータと
して利⽤。

○引き続き、製造⼯場の⽣産活動の実態の把握が必要なことや、関係者による利
活⽤の実態があり、今後も同レベルでの存続要望が多くあることから、⼀部の
産業を除き、現⾏と同じレベルで加⼯賃収⼊額の品⽬を設定する。

２．鉱業（現⾏３６個⇒変更後３４個）
（１）需要先は同⼀であるが、鉱業の実態を的確に把握するため、詳細分類を選定 :88.2％

（２）需要先が同⼀であるため、統合分類を選定︓11.8％

（３）国内のエネルギー資源の推計において、より精緻な推計を⾏うため「天然ガス」の細分化の要望あり。
関係者と調整の上、回答の実現可能性が確認できたものを採⽤する予定。

生産物分類
（統合分類）

生産物分類（詳細分類）

その他の鉱物
酸性白土

滑石

R8センサス品目（仮称）

その他の鉱物

生産物分類
（統合分類）

生産物分類（詳細分類）

採石，砂，砂利，玉
石

かんらん岩

オリビンサンド

R8センサス品目（仮称）

かんらん岩

オリビンサンド

R3センサス品目

酸性白土

滑石

R3センサス品目

砂，砂利，玉石
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製造業、鉱業、卸⼩売業の⽣産物分類への対応について
３．卸⼩売業（現⾏の品⽬数は 卸売業104個、⼩売業90個⇒変更後、卸売業102個、⼩売業82個）

Ⅰ．具体的な考え⽅
○基本的に⽣産物分類（統合分類）に整合。
○可能な限り産業細分類と対応させつつ、⽣産物分類（統合分類）と合わない
場合は⽣産物分類を採⽤し、産業⼩分類（⼀部）に対応。

Ⅱ．具体的な選定について
（１）産業細分類と統合分類が１対１で対応しているため、統合分類を選定︓卸39.2%、⼩37.8%

（２）産業細分類と統合分類を複数に分ければ対応しているため、関連する⽣産物分類をまとめて選定
︓卸30.4%、⼩34.1%

生産物分類（統合分類）

農業用機械器具（卸売）

R8センサス品目（仮称）

農業用機械器具（卸売）

R3センサス産業細分類

農業用機械器具卸売業

生産物分類（統合分類）

中古自動車（小売）

R8センサス品目（仮称）

中古自動車（小売）

R3センサス産業細分類

中古自動車小売業

生産物分類（統合分類）

飲料（牛乳を除き，茶系飲料を含む）（卸売）

牛乳，乳飲料（卸売）

R8センサス品目（仮称）

飲料（牛乳を除き，茶系飲料を含む）（卸売）

乳飲料

R3センサス産業細分類

飲料卸売業（別掲を除く）

R8センサス品目（仮称）

酒類（小売）

味りん（小売）

R3センサス産業細分類

酒小売業

生産物分類（統合分類）

酒類（小売）

⇒「みりん_⼩売」は、統合分類では「調味料」。この「調味料」から「みりん」を取り出し新たに品⽬設定し、「酒類
（⼩売）」と合わせることで「酒⼩売業」と整合。



１０

製造業、鉱業、卸⼩売業の⽣産物分類への対応について
（３）関連する⽣産物分類をまとめて選定することで産業細分類に対応︓卸20.6%、⼩22.0%

（４）統合分類等を複数選定することで産業⼩分類に対応︓卸3.9%、⼩2.4%

生産物分類（統合分類）

生糸，繭（卸売）

化学繊維（卸売）

その他の繊維原料（卸売）

炭素繊維（卸売）

R8センサス品目（仮称）

繊維原料（卸売）

R3センサス産業細分類

繊維原料卸売業

生産物分類（統合分類）

複写機（小売）

電子計算機，同周辺機器（小売）

ソフトウェア（ゲームソフトウェアを除く）（小売）

その他の事務用電気機械器具（小売）

R8センサス品目（仮称）

電気事務機械器具（小売）

R3センサス産業細分類

電気事務機械器具小売業
(中古品を除く)

生産物分類（統合分類）

外衣，シャツ（学校服，和服，スポーツ
用を除く）（卸売）

学校服（卸売）

その他の衣服，繊維製身の回り品（毛皮
製衣服，身の回り品を含む。）（卸売）

下着類（卸売）

R8センサス品目（仮称）

外衣，シャツ（学校服，和服，スポー
ツ用を除く）（卸売）

学校服（卸売）

毛皮製衣服、なめし皮製衣服（卸売）

下着類（卸売）

R3センサス産業細分類

男子服卸売業

婦人・子供服卸売業

下着類卸売業

生産物分類（統合分類）

食肉（肉加工品を含む）（小売）

食用卵（小売）

R8センサス品目（仮称）

食肉（肉加工品を含む）（小売）

食用卵（小売）

R3センサス産業細分類

食肉小売業(卵，鳥肉を除く)

卵・鳥肉小売業

⇒産業細分類と整合する統合分類を束ね新たな品⽬を設定。

⇒統計利⽤者の利⽤実態を踏まえ、産業⼩分類と対応する複数の統合分類を選定。産業⼩分類は「512⾐服卸売業」、「583⾷⾁⼩売業」



１１

製造業、鉱業、卸⼩売業の⽣産物分類への対応について
（５）関連する統合分類をまとめて選定することで産業⼩分類に対応︓卸4.9%、⼩1.2%

生産物分類（統合分類） R8センサス品目（仮称）R3センサス産業細分類

生産物分類（統合分類）

日用雑貨，荒物（小売）

ポリ袋（小売）

R8センサス品目（仮称）

日用雑貨，荒物・ポリ袋（小売）

R3センサス産業細分類

荒物小売業

陶磁器・ガラス器小売業

他に分類されないじゅう器小売業

調理用電気機械器具（卸売）

家事用電気機械器具（卸売）

他は略（６個）

映像音響機器（卸売）

電子計算機，同周辺機器（卸売）

他は略（６個）

半導体素子（光電変換素子を除く）（卸売）

液晶パネル，フラットパネル（卸売）

他は略（１１個）

事業用エアコンディショナ（卸売）

発電機，電動機，その他の回転電気機械（卸売）

他は略（１２個）

電気機械器具（主に家庭用白物系）
（卸売）

電気機械器具（主に家庭用白物系
以外）（卸売）

電気機械器具（事業用 電子部
品・デバイス）（卸売）

電気機械器具（事業用 電子部
品・デバイス以外）（卸売）

⇒統計利⽤者の利⽤実態を踏まえ、統合分類を⼀定に束ねた上で産業⼩分類に対応。「543電気機械器具卸売業」は、対象
となる統合分類が多いことから、上記のように関連する統合分類を４つのグループに束ねて新たな品⽬を設定。
「602じゅう器⼩売業」も関連する統合分類を束ねて新たな品⽬を設定。

家庭用電気機械器具卸売業

電気機械器具卸売業（家庭用電気
機械器具を除く）



１２

製造業、鉱業、卸⼩売業の⽣産物分類への対応について
（６）個別要因で品⽬を特掲︓卸1.0%、⼩2.4%

⇒景品交換所（パチンコ）を特定するため設定

⇒消費税率が違うため、統合分類を２つに分けて設定

生産物分類（統合分類）

特殊景品（卸売）

R8センサス品目（仮称）

特殊景品（卸売）

R3センサス産業細分類

他に分類されないその他の卸売業

生産物分類（統合分類）

新聞（小売）

R8センサス品目（仮称）

新聞（定期購読されるもの）（小売）

新聞（定期購読を除く）（小売）

R3センサス産業細分類

新聞小売業

４．統計表の表章上の産業分類（製造業、卸⼩売業）
（１）関係者（省内外）において利活⽤の実態があり、現⾏の産業細分類の存続

要望が多くあることや統計データの継続性の確保を図る観点から、⼀部の
産業を除き、末端の産業分類レベルは産業細分類を維持する⽅向で検討す
る。

（２）産業細分類の機械格付けは、⼀部品⽬について、細かく設定するなどの
⼯夫を⾏って、現⾏の実施⽅法を維持する⽅向で検討する。




